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Ⅷ 資料編 
１．人口、土地、産業 

 

人口・世帯数の推移                     各年 10月 1 日現在 

年 世帯数 人口(人) 
人口前年比 

(％) 

1 世帯当り平均  

人員(人) 

人口密度(人／

㎢) 

昭和 60 年 53,520 178,436 101.4 3.33 3,913.1 

平成 2 年 61,804 195,176 101.6 3.16 4,283.9 

 7 70,784 207,743 100.6 2.93 4,560.8 

 12 77,893 215,311 100.5 2.76 4,726.9 

 17 85,706 222,954 100.5 2.60 4,894.7 

 22 92,104 227,074 100.2 2.47 4,985.2 

 27 97,080 228,109 100.0 2.35 5,012.3 

令和 2 年 103,355 229,265 100.2 2.22 5,037.7 

平成元年から外国人を含む。 

 

地目別土地面積                  単位：ｋｍ2 各年 1 月 1 日現在 

年 総数 田 畑 宅地 池沼 山林 原野 その他 

平成 23年 45.55  0.62  8.26  18.18  0.01  1.60  0.09  16.79  

 24 45.55  0.61  8.16  18.33  0.01  1.55  0.09  16.80  

 25 45.55  0.61  8.02  18.51  0.01  1.52  0.09  16.79  

 26 45.55  0.61  7.93  18.67  0.01  1.48  0.09  16.76  

 27 45.51  0.61  7.84  18.80  0.01  1.45  0.09  16.71  

 28 45.51  0.61  7.74  18.93  0.01  1.41  0.09  16.72  

 29 45.51  0.61  7.67  19.05  0.01  1.36  0.09  16.72  

 30 45.51  0.61  7.59  19.15  0.01  1.33  0.09  16.73  

 31 45.51  0.61  7.50  19.35  0.01  1.30  0.09  16.65  

令和 2 年 45.51  0.60  7.41  19.49  0.01  1.28  0.09  16.63  

  3 年 45.51 0.60 7.34 19.61 0.01 1.24 0.09 16.62 

  4 年 45.51 0.60 7.27 19.70 0.01 1.21 0.09 16.63 

  5 年 45.51 0.60 7.20 19.79 0.01 1.19 0.09 16.63 
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農家数・農業従事人口及び経営耕地面積の推移         各年 2 月 1 日現在 

年 

農家数（戸） 農業就業人口（人） 経営耕地面積（ha） 

総数 専業 

兼業 

総数 
1 農家 

当たり 
総数 田 畑 

樹園

地 

1 農家 

当 た

り 
農業が

主 

農業が

従 

昭和 40 年 2,322 446 875 1,001 5,058 2.2 1,982 500 1,338 144 0.85 

 45 2,026 248 718 1,060 4,007 2.0 1,645 543 945 157 0.81 

 50 1,731 160 484 1,087 3,127 1.8 1,229 333 689 207 0.71 

 55 1,615 115 353 1,147 2,806 1.7 1,067 276 566 225 0.66 

 60 1,548 138 328 1,082 2,661 1.7 980 223 520 237 0.63 

平成 2 年 1,432 117 202 1,113 2,623 1.8 923 185 497 241 0.64 

 7 1,317 143 269 905 2,262 1.7 794 161 427 207 0.60 

 12 751 111 50 590 1,520 2.0 623 122 347 155 0.83 

 17 523 108 57 358 1,081 2.1 442 100 249 93 0.85 

 22 428 96 65 267 780 1.8 401 92 241 68 0.94 

 27 375 109 32 234 648 1.7 322 80 183 59 0.86 

令和 2 年 293 34 59 208 581 2.0 350 66 243 40 1.2 

・経営耕地面積は単位未満四捨五入のため、総数と合わない場合がある。 

・平成 12 年以降の農家数と農業就業人口は、販売農家（経営耕地面積が 30a 以上又は 

農産物販売金額が 50 万円以上の農家）のみ。 

・令和 2 年度以降、専業は主業農家、兼業の農業主は準主業農家、兼業のうち農業従は副業的農家で算出。 

・令和 2 年度以降、農業就業人口は 60 日以上農業に従事した者の数で算出。 

・令和 2 年度以降、総数は販売農家を対象としているため、専業農家と兼業農家の総数と合わない場合がある。 

・令和 2 年度以降、１農家当たりの経営耕地面積は経営耕地面積÷経営耕地がある経営体数で算出。 

 

工場数・従事者数・年間製造品出荷額等の推移      ※従業者４人以上の事業所 

年 工場数 従業者数 
年間製造品出

荷額等（万円） 

対前年比（％） 

工場数 従業者数 出荷額等 

平成 10 年 453 14,965 39,680,383 99.1 92.0 84.9 

 11  414  13,547  37,112,562  91.4  90.5  93.5  
 12  423  12,931  45,184,984  102.2  95.5  121.8  
 13  376  12,569  41,376,117  88.9  97.2  91.6  
 14  361  12,214  42,672,543  96.0  97.2  103.1  
 15  368  11,927  43,991,266  101.9  97.7  103.1  
 16  346  11,579  45,741,505  94.0  97.1  104.0  
 17  364  11,661  53,972,265  105.2  100.7  118.0  
 18  339  11,532  56,381,798  93.1  98.9  104.5  
 19  320  12,127  55,202,939  94.4  105.2  97.9  
 20  328  11,743  53,298,698  102.5  96.8  96.6  
 21  274  10,557  31,036,281  83.5  89.9  58.2  
 22  270  10,813  39,076,580  98.5  102.4  125.9  
 23  272  10,984  38,308,276  100.7  101.6  98.0  
 24  241  11,142  38,700,074  88.6  101.4  101.0  
 25  237  11,619  35,773,792  98.3  104.3  92.4  
 26  229  11,340  41,679,529  96.6  97.6  116.5  
 28  212  10,026  34,503,122  79.4  106.9  97.4  
 29 218 10,015 48,834,538 102.8 99.9 141.5 

 30 209 10,216 47,515,414 95.9 102.0 97.3 

令和元年 202 10,003 43,612,368 96.7 97.9 91.8 

  3 年 200 9,395 32,478,709 99.0 93.9 74.5 

※令和元年をもって「工業統計調査」が廃止。令和 3 年は経済センサス（令和 3 年）から引用。 
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商店数・従業者数・年間販売額の推移 

年 商店数 従業者数 
年間販売額 

（万円） 

対前回比（％） 

商店数 従業者数 年間販売額 

昭和 47 年  1,418  5,985  5,042,006  113.4  119.0  145.5  
 49  1,579  6,948  8,220,729  111.4  116.1  163.0  
 51  1,875  7,961  12,841,887  118.7  114.6  156.2  
 54  2,168  9,276  20,327,062  115.6  116.5  158.3  
 57  2,453  11,286  27,982,869  113.1  121.7  137.7  
 60  1,763  10,344  32,378,848  71.9  91.7  115.7  
 63  1,875  12,111  44,017,608  106.4  117.1  135.9  

平成 3 年  1,818  14,361  59,667,243  97.0  118.6  135.6  
 6  1,746  13,237  68,880,043  96.0  92.2  115.4  
 9  1,711  14,336  69,659,717  98.0  108.3  101.1  
 14  1,580  17,000  53,658,013  92.3  118.6  77.0  
 16  1,475  14,725  58,821,391  93.4  86.6  109.6  
 19  1,402  13,422  55,492,152  95.1  91.2  94.3  
 24 999 11,022 42,987,600 71.3 82.1 77.5 

 26  1,079  12,703  46,831,335  108.0  115.3  108.9  
 28 1,159 13,320 50,436,300 107.4 104.9 107.7 

令和 3 年 1,076 13,115 66,770,500 92.8 98.4 132.4 

・平成 24 年は 2 月 1 日、昭和 47、49、51、60 年は 5 月 1 日、昭和 54、63 年、平成 9、19、28 年、令和 3

年は 6 月 1 日、平成 3、6、26年は 7 月 1 日現在である。昭和 57 年は商店数のみ飲食店（丙の 2 業種）を

含む。・昭和 60、63、平成 3、6、9、14、16 年は飲食店をすべて除く。 
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２．都市計画決定の経緯 

 

（１）都市計画区域 
告示年月日 指定・変更の概要 

昭和２８年 ９月１１日 

建設省告示第１２７３号 

上尾都市計画区域の指定（旧上尾町） 

・都市計画区域の面積    ７５１ha 

昭和３１年１２月 ３日 

建設省告示第１８６８号 

上尾町、平方町、原市町、大石村、上平村、大谷村の合併による変更 

・都市計画区域の面積  ４，５６０ha 

昭和４４年 ５月２０日 

建設省告示第２１６６号 

伊奈村を上尾都市計画区域に編入 

・都市計画区域の面積  ６，０５７ha（上尾市分 ４，５６３ha） 

昭和６３年 ３月１１日 

埼玉県告示第 ３３６号 

平方領々家字滝沼地区を大宮都市計画区域に編入 

・都市計画区域の面積  ６，０５５ha（上尾市分 ４，５６０ha） 

平成 ５年１０月 ８日 

埼玉県告示第１４０５号  

鴨川土地区画整理事業の完了による桶川市との行政界変更（井戸木、中妻） 

・都市計画区域の面積  ６，０５５ha（上尾市分 ４，５６０ha） 

平成１０年１２月２５日 

埼玉県告示第１６６２号 

別所・西宮下土地区画整理事業の進捗に伴い大宮市との行政界変更 

・都市計画区域の面積  ６，０３５ha（上尾市分 ４，５５５ha） 

令和 ４年 ９月２０日 

埼玉県告示第９６４号 

国土地理院が公表している「全国都道府県市区町村別面積調」が、計測方法

の変更により修正されたことに伴う、都市計画区域面積の変更 

６，０３０ha（上尾市分 ４，５５１ha） 

 

 

（２）土地利用規制 

・ 区域区分等 

① 市街化区域・市街化調整区域 
告示年月日 決定・変更の概要 

昭和４５年 ８月２５日 

埼玉県告示第 ９９６号 

市街化区域及び市街化調整区域の決定 

・ 市街化区域面積 ２，５０１ha   

・ 市街化調整区域面積 ２，０６２ha 

昭和６０年１１月１５日 

埼玉県告示第１７９８号 

整備、開発又は保全の方針見直し（区域区分の変更なし） 

・ 市街化区域面積 ２，５０１ha   

・ 市街化調整区域面積 ２，０６２ha 

昭和６３年 ３月１１日 

埼玉県告示第 ３４１号 

① 平方領々家字滝沼地区を大宮市に編入し調整区域の３ha の減 

② 原市北部第二土地区画整理事業に伴う市街化区域への編入による１haの

増 

・ 市街化区域面積 ２，５０２ha   

・ 市街化調整区域面積 ２，０５８ha 

平成 ５年１０月 ８日 

埼玉県告示第１４１４号 

鴨川土地区画整理事業の完了による桶川市との行政界変更（井戸木、中妻） 

・ 市街化区域面積 ２，５０２ha   

・ 市街化調整区域面積 ２，０５８ha 

平成１０年１２月２５日 

埼玉県告示第１６７０号 

別所・西宮下土地区画整理事業の進捗に伴い大宮市との行政界変更 

・ 市街化区域面積 ２，５２１ha   

・ 市街化調整区域面積 ２，０３４ha 

平成３０年 ３月３０日 

埼玉県告示第 ３２９号  
  

上尾道路沿道中新井・堤崎地区（６ha）を市街化区域に編入  
・市街化区域面積   ２，５２７ha  
・市街化調整区域面積 ２，０２８ha  

令和 ４年 ９月２０日 

埼玉県告示第 ９６４号 

大谷南部鴨川沿川地区（０．５ha）を市街化区域に編入 

・市街化区域面積   ２，５２７.５ha  
・市街化調整区域面積 ２，０２３.５ha 
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・地域地区 

②-Ⅰ 用途地域 
告示年月日 決定・変更の概要 

昭和４１年１２月２８日 

建設省告示第４２０２号 

上尾都市計画用途地域の決定 

・住居地域、準工業地域、工業地域、商業地域の４地区 

昭和４５年１２月２８日 

埼玉県告示第１６０８号 

住居専用地区、工業専用地区の決定 

昭和４８年 １月１６日 

埼玉県告示第  ７８号 

用途地域（８種類）の決定＝第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住

居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 

昭和４９年１０月 １日 

埼玉県告示第１２０３号 

① 富士見団地の建ぺい率、容積率の変更（80/50→100/60） 

② 井戸木町谷線の都市計画変更に伴う路線型住居地域の変更 

昭和６３年 ３月１１日 

埼玉県告示第 ３４２号 

① 春日地区の建ぺい率、容積率の変更（80/50→100/60） 

② 原市北部第二土地区画整理に伴う市街化区域拡大に伴い住居地域の指定 

③ 井戸木・中妻地区、桶川駅西口線沿い路線型住居地域の指定 

平成 ５年１０月 ８日 

埼玉県告示第１４１９号 

鴨川土地区画整理事業の完了による桶川市との行政界変更（井戸木、中妻） 

・一種住専０．４ha の減、住居地域０．１ha の減、工業地域０．５ha の増 

平成 ８年 ３月２６日 

埼玉県告示第 ５２０号 

新用途地域（１２種類）の決定 

平成１０年 ６月３０日  

埼玉県告示第 ８８６号 

① 原新町土地区画整理事業の進捗に伴う見直し 

② 緑丘南線整備事業の進捗に伴う見直し 

③ 上平第三土地区画整理事業の進捗に伴う見直し 

平成１０年１２月２５日 

埼玉県告示第１６８７号 

別所・西宮下土地区画整理事業の進捗に伴う見直し 

平成１３年 ３月２１日 

埼玉県告示第 ３６５号 

大谷北部第二土地区画整理事業の進捗に伴う見直し 

平成１３年１１月１３日 

埼玉県告示第１７５０号 

①町谷第一土地区画整理事業の進捗に伴う見直し 

②富士見通り線整備事業（町谷北地区）の進捗に伴う見直し 

平成１４年 ７月 ９日 

埼玉県告示第１２８６号 

瓦葺東部土地区画整理事業の進捗に伴う見直し 

平成１５年 １月 ７日 

埼玉県告示第  ２６号 

建築基準法の改正による建ぺい率の数値の拡充に伴う変更 

＝第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域 

平成１９年 １月２３日 

埼玉県告示第  ９４号 

上尾池袋線の都市計画変更に伴う路線型住居地域の変更（大谷北部第四地

区） 

平成２０年 １月１８日 

埼玉県告示第  ８０号 

仲町谷津線の都市計画決定に伴う見直し 

・第二種住居地域０．６ha の減、商業地域０．６ha の増 

平成２２年 ３月 ９日 

埼玉県告示第 ３５３号 

都市計画道路上大久保線の整備に伴う見直し 

第一種住居地域（２００/６０）０．７ha の増、第一種低層住居専用地域 

（８０/５０）０．７ha の減 

平成２５年 ３月２７日 

上尾市告示第 １０５号 

大谷北部第四土地区画整理事業の進捗に伴う見直し 

平成２６年 ３月２８日 

上尾市告示第 １１５号 

中山道の整備進捗に伴う見直し（町谷第二地区） 

平成２７年 ３月２７日 

上尾市告示第 １０７号 

① 上尾道路の整備に伴う見直し（上尾道路沿道地区） 

② 地区住民の構成及び住まい方の変化に対応するための見直し 

（柏座地区） 

平成２８年 ３月２８日 

上尾市告示第 １０３号 

大谷北部第二地区内における土地利用の変化、都市計画事業（土地区画整理

事業、都市計画道路事業）の進捗等による見直し 

平成３０年 ３月３０日 

上尾市告示第 １１９号  
上尾道路沿道中新井・堤崎地区における市街化区域編入に伴う用途地域の見

直し  
・工業専用地域（２００/６０）６.０ha 増  

平成３１年 ３月２９日 

上尾市告示第   ８３号 

地区住民の構成及び住まいの方の変化に対応するための用途地域の見直し 

（上平第二地区、弁財地区） 

令和 ４年 ９月２０日 

上尾市告示第 ３１０号 

大谷南部鴨川沿川地区における市街化区域編入に伴う用途地域の見直し 

・第一種住居地域（２００/６０）０．５ha 増 
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②-Ⅱ 特別用途地区 
告示年月日 決定・変更の概要 

平成２１年１２月２２日 

上尾市告示第 ３７０号 

平塚地区の決定 

・住工共存環境保全型特別用途地区 

・約１０８．５ha 

 

②-Ⅲ 高度利用地区 
告示年月日 決定・変更の概要 

昭和５３年 ８月１８日 

上尾市告示第 １０２号 

高度利用地区の決定（上尾駅東口再開発事業に伴うもの） 

 ・面積 約２．２ha 

平成 元年  １月１０日 

上尾市告示第   １号 

高度利用地区の変更（中山道Ｉ地区（オクタビア・ヒル）の再開発事業に伴

うもの） 

 ・面積 約０．２ha（合計 約２．４ha） 

平成 ３年  １月２１日 

上尾市告示第   ２号 

高度利用地区の変更（中山道Ｉ－２地区（シェブロンヒルズ）の再開発事業

に伴うもの） 

 ・面積 約０．２ha（合計 約２．６ha） 

平成 ３年 ４月１９日 

上尾市告示第  ５９号 

高度利用地区の変更 （中山道東側Ａ地区の再開発事業に伴うもの及びそれ

に付随して同Ｂ地区についても決定） 

 ・Ａ地区約０．５ha ・Ｂ地区約０．３ha（合計 約３．４ha） 

平成 ６年  ４月 ８日 

上尾市告示第  ７６号 

高度利用地区の変更（中山道Ｈ－３地区（緑隣館）の再開発事業に伴うもの） 

 ・面積 約０．３ha（合計 約３．７ha） 

平成１５年 ９月３０日 

上尾市告示第 ２４８号 

高度利用地区の変更（中山道東側 A 地区の再開発事業の範囲の変更に伴うも

の又同 B 地区から A 地区への編入部分があるため、これによる B 地区の範囲

変更） 

・Ａ地区約０．６ha ・Ｂ地区約０．３ha（合計 約３．８ha） 

平成１８年 ９月２１日 

上尾市告示第 ２９３号 

高度利用地区の変更（中山道東側 A 地区の再開発事業の範囲の変更に伴うも

の又同 B 地区から A 地区への編入部分があるため、これによる B 地区の範囲

変更） 

・Ａ地区約０．７ha ・Ｂ地区約０．１ha（合計 約３．７ha） 

令和 元年 ６月２５日 

上尾市告示第  ７０号 

高度利用地区の変更（建築基準法第５３条の改正に伴うもの及び名称統一の

ための名称変更：上尾駅東口⇒上尾駅東口地区） 

・上尾駅東口地区  ・中山道東側 A 地区  ・中山道東側 B 地区  

（区域や内容に変更なし） 

 

②-Ⅳ 防火地域・準防火地域 
告示年月日 決定・変更の概要 

昭和３４年 ３月３１日 

建設省告示第 ８２８号 

防火地域及び準防火地域の決定 

・防火地域  ０．６４ha  ・準防火地域 ２７．３３ha 

昭和４１年１２月２８日 

建設省告示第４２０８号 

防火地域及び準防火地域の変更（上尾駅東口駅前交通広場の変更に伴う防火

地域の拡大） 

・防火地域  ０．６ha  ・準防火地域 ２７．４ha 

昭和４３年１０月２８日 

建設省告示第３２１０号 

準防火地域の拡大（上尾駅西口駅周辺への拡大） 

・防火地域  ０．６ha  ・準防火地域 ５３．３ha 

昭和５３年 ８月１８日 

上尾市告示第 １０３号 

準防火地域の一部を防火地域に変更（上尾駅東口再開発事業に伴い防火地域

に変更） 

・防火地域  ２．７ha  ・準防火地域 ５１．２ha 

昭和６３年 ３月１１日 

上尾市告示第  ２８号 

準防火地域の一部を防火地域に変更（上尾駅西口駅周辺部９．０ha を防火

地域に変更） 

・防火地域 １１．７ha  ・準防火地域 ４２．２ha 

平成 ３年 ４月１９日 

上尾市告示第  ６０号 

準防火地域の一部を防火地域に変更（中山道東側地区再開発事業区域を防火

地域に変更） 

・防火地域 １２．７ha  ・準防火地域 ４１．２ha 

平成１０年 ６月３０日 

上尾市告示第 １５８号 

準防火地域の拡大（原新町、北上尾東地区内の近隣商業地域に新たに指定） 

・防火地域 １２．７ha  ・準防火地域 ４６．２ha 
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告示年月日 決定・変更の概要 

平成１５年 ９月３０日 

上尾市告示第 ２４９号 

準防火地域の一部を防火地域に変更（上尾中山道地区市街地再開発事業の地

域変更に伴い防火地域に変更） 

・防火地域 １２．７ha  ・準防火地域 ４６．２ha 

平成２０年 １月１８日 

上尾市告示第   ９号 

準防火地域の一部を防火地域に変更（仲町谷津線の都市計画決定に伴う防火

地域の拡大） 

・防火地域 １３．３ha  ・準防火地域 ４５．６ha 

平成２７年 ３月２７日 

上尾市告示第 １０８号 

準防火地域の拡大（柏座地区を新たに指定） 

・防火地域 １３．３ha  ・準防火地域 ６１．４ha 

平成２８年 ３月２８日 

上尾市告示第 １０４号 

準防火地域の拡大（大谷北部第二地区内の近隣商業地域部分を新たに指定） 

・防火地域 １３．３ha  ・準防火地域 ７３．７ha 

平成３０年 ３月３０日 

上尾市告示第 １２０号  
準防火地域の拡大（上尾道路沿道中新井・堤崎地区を新たに指定）  
・防火地域 １３．３ha    ・準防火地域 ７９．７ha  

平成３１年 ３月２９日 

上尾市告示第  ８４号 

準防火地域の拡大（上平第二地区、弁財地区を新たに指定） 

・防火地域 １３. ３ha    ・準防火地域 １５４. ９ha 

令和 ３年 ３月２６日 

上尾市告示第 １０４号 

準防火地域の拡大（地頭方地区を新たに指定） 

・防火地域 １３. ３ha    ・準防火地域 １８６. ３ha 

 

②-Ⅴ 特別緑地保全地区 
告示年月日 決定・変更の概要 

平成２９年 ３月２４日 

上尾市告示第  ７９号 
名 称：原市特別緑地保全地区（４．８ha） 
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・地区計画等 

③地区計画 
告示年月日 決定・変更の概要 

平成 ２年 ３月 １日 

上尾市告示第  １９号 

仲町愛宕地区の決定 

・約３ha 

平成 ５年 ６月２５日 

上尾市告示第 １０２号 

仲町愛宕地区の変更（建築基準法の改正により用途規制の別表が変ったが、

この地区計画では旧建築基準法の別表であるの旨を備考に標記） 

平成 ８年 ３月２６日 

上尾市告示第６１～６６号 

仲町愛宕地区の文言修正、新用途地域の決定に伴う土地区画整理地区の用途

見直しに合わせた地区計画の策定（鴨川地区、小泉地区、中分下地区、大谷

北部第一地区、大谷北部第三地区） 

・約３５９．９ha（合計約３６２．９ha） 

平成１０年 ６月３０日 

上尾市告示第１５９～１６２号 

土地区画整理事業及び都市計画街路事業の進捗に伴う地区計画の策定（原新

町地区、北上尾東地区、上平第三地区、原市北部第二地区） 

・約６７．９ha（合計約４３０．８ha） 

平成１０年１２月２５日 

上尾市告示第 ２８７号 

土地区画整理事業の進捗に伴う地区計画の策定（別所・西宮下地区） 

・約１．９ha（合計約４３２．７ha） 

平成１３年 ３月２１日 

上尾市告示第６２、６３号 

土地区画整理事業の進捗に伴う地区計画の策定（上平塚地区、大谷北部第二

地区） 

・上平塚約４．９ha ・大谷北部第二約７１．３ha（合計約５０８．９ha） 

平成１３年１１月１３日 

上尾市告示第２７９、２８０号 

土地区画整理事業及び都市計画街路事業の進捗に伴う地区計画の策定（町谷

北地区、町谷第一地区） 

・町谷第一約６．３ha ・町谷北約１．６ha（合計約５１６．８ha） 

平成１４年 ７月 ９日 

上尾市告示第 １４８号 

土地区画整理事業の進捗に伴う地区計画の策定（瓦葺東部地区） 

・約５．０ha（合計約５２１．８ha） 

平成１５年 ９月 ５日 

上尾市告示第 ２２５号 

大谷北部第二地区の変更（都市計画マスタープランに即し、作業場の床面積

１５０㎡以上の自動車修理工場の立地制限を追加） 

平成１６年 ３月１０日 

上尾市告示第  ７３号 

はらいち台団地地区の決定 

・約１０．０ha（合計約５３１．８ha） 

平成１６年 ６月２４日 

上尾市告示第 １９７号 

土地区画整理事業の進捗に伴う地区計画の策定（中平塚地区） 

・約３．３ha（合計約５３５．１ha） 

平成１９年１１月３０日 

上尾市告示第 ３１８号 

仲町愛宕地区、建築基準法条項改正による地区整備計画の項ズレ（A 地区） 

平成２１年１２月２２日 

上尾市告示第 ３６９号 

五番町地区の決定 

・約１６．０ha（合計約５５１．１ha） 

平成２４年 ３月２９日 

上尾市告示第 １３５号 

フラワーフィル西上尾地区の決定 

・約０．５ha（合計約５５１．６ha） 

平成２５年 ３月２７日 

上尾市告示第 １０６号 

土地区画整理事業の進捗に伴う地区の決定（大谷北部第四地区） 

・約６９．７ha（合計約６２１．３ha） 

平成２６年 ３月２８日 

上尾市告示第 １１６号 

中山道の整備進捗に伴う地区の決定（町谷第二地区） 

・約２．５ha 

平成２７年 ３月２７日 

上尾市告示第 １０９号 

上尾道路の整備進捗に伴う大谷北部第四地区の変更 

平成２７年 ３月２７日 

上尾市告示第 １０９号 

柏座地区の決定 

・約１５．５ha 

平成２８年 ３月２８日 

上尾市告示第 １０５号 

大規模工場跡地における住宅地等の開発に伴う上平塚地区の変更 

・約６．６ha（約１．７ha 拡大） 

平成２８年 ３月２８日 

上尾市告示第 １０５号 

用途地域の変更に伴う大谷北部第二地区の変更 

平成３０年 ３月３０日 

上尾市告示第 １２２号  
上尾道路沿道中新井・堤崎地区の決定  
・約６．０ha  

平成３１年 ３月２９日 

上尾市告示第   ８５号 

・上平第二地区の決定 約５０. ５ha 

・弁財地区の決定 約２４. ７ha 

・建築基準法別表第二改正に伴う項ズレによる変更（仲町愛宕地区、上平第

三地区、上平塚地区） 

令和 ３年 ３月２６日 

上尾市告示第  １０５号 

・上尾富士見団地地区の決定 約７. １ha 

・地頭方地区の決定 約３１. ４ha 
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（３）都市施設 

① 都市計画道路 
番号※ 路線名 起  点  位  置 終  点  位  置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 当初決定日 最終決定日 

1･4･1 高速埼玉中央道路 大字堤崎字柳田 大字領家字中井 5,260 20.50 H 1.12.22 R 1.10. 1 

3･1･1 上尾バイパス線 大字堤崎字柳田 大字領家字中井 5,260 57.00 S44. 5.20 R 1.10. 1 

3･3･2 東大宮バイパス線 大字原市字二番耕地 大字瓦葺字坂下 2,740 25.00 S37. 3.19 S47. 4.25 

3･4･3 上尾東京線 日の出一丁目 大字上字堤上 4,950 20.00 S34. 3.31 H 9. 8. 1 

3･4･4 上尾平方線 谷津二丁目 大字小敷谷字原通 2,710 20.00 S37. 3.19 H 5.12.28 

3･4･5 上尾池袋線 大字壱丁目字宮前 泉台三丁目 3,860 18.00 S37. 3.19 H19. 1.23 

3･4･6 上尾川口線 日の出三丁目 日の出三丁目 300 16.00 S30.11.10 S47. 4.25 

3･4･7 中山道 栄町 大字上字町谷 4,820 16.00 S30.11.10 H26. 3.28 

3･4･8 上尾蓮田線 宮本町 伊奈町大字小室字西浦 3,840 

 
18.00 S30.11.10 H 9. 8. 1 

3･4･9 西宮下中妻線 西宮下一丁目 中妻一丁目 2,820 16.00 S37. 3.19 H 9. 8. 1 
3･2･10 原市上平線 大字原市字一番耕地 菅谷六丁目 7,230 30.00 S37. 3.19 H 9. 8. 1 

3･4･11 原市川越線 大字平塚字下 大字地頭方字三塚 5,540 16.00 S30.11.10 H21. 3. 6 

3･5･12 富士見ケ丘中妻線 柏座二丁目 中妻二丁目 1,740 12.00 S30.11.10 H 9. 8. 1 

3･4･13 中新井小泉線 大字中新井字北原 大字小泉字今泉後 2,390 16.00 S37. 3.19 S57. 1.22 

3･5･14 西環状線 大字大谷本郷字前原 中分二丁目 5,550 12.00 S37. 3.19 H 9. 8. 1 

3･4･15 小敷谷吉田通線 大字小泉字雷電前 大字上尾村字吉田 4,280 16.00 S30.11.10 H 9. 8. 1 

3･3･16 上尾久喜線 中分二丁目 菅谷一丁目 4,090 27.00 S37. 3.19 H 9. 8. 1 

3･4･17 井戸木町谷線 泉台二丁目 井戸木二丁目 900 16.00 S37. 3.19 S52.11.22 

3･4･18 若宮中妻線 井戸木一丁目 井戸木二丁目 590 16.00 S48. 1.23 S49.10. 1 

3･4･19 若宮中妻線 中妻三丁目 中妻五丁目 550 16.00 S48 .1.23 H 9. 8. 1 

3･5･22 中妻井戸木線 大字中妻字宮山 大字井戸木字前 1,130 12.00 S52.11.25 H 9. 8. 1 

3･5･23 小泉中妻線 泉台一丁目 中妻五丁目 990 12.00 S52.11.25  

3･5･25 向山今泉線 大字向山字新田 大字今泉字台下 700 12.00 S57. 1.22  

3･5･26 新田本山線 大字向山字本山 大字向山字新田 1,060 12.00 S57. 1.22  

3･6･27 鴨川側道線 大字向山字本山 大字今泉字四反田 960 11.00 S57. 1.22  

3･4･28 原市平塚線 大字原市字五番耕地 大字平塚字下 1,420 16.00 S59. 6.29  

3･4･29 沼南駅停車場線 大字原市字十一番耕地 大字原市字六番耕地 450 16.00 S59. 6.29  

3･5･30 中分浅間台線 大字中分字下 浅間台二丁目 1,720 12.00 S60.12.26  

3･5･31 雷電上谷線 大字小泉字雷電前 大字小泉字上谷 1,110 12.00 S60.12.26 H 9. 8. 1 

3･5･43 今泉雲雀線 大字小泉字今泉後 大字小泉字赤法花 690 12.00 S60.12.26  

3･5･44 宮山神明線 大字小泉字宮山 大字小泉字神明東 530 12.00 S60.12.26  

3･5･51 緑丘南線 緑丘三丁目 大字西門前字南前 950 12.00 S63. 1.12 H 9. 8. 1 

3･5･52 西門前久保線 大字西門前字南前 大字西門前字寺迴 250 12.00 S63. 1.12 H 9. 8. 1 

3･4･53 上大久保線 大字上字大久保 大字上字大久保 90 16.00 S63. 2. 2  

3･3･54 北上尾東口線 原新町 原新町 100 22.00 H 3. 3. 5  

3･5･55 小敷谷今泉線 大字小敷谷字大久保 大字今泉字本村 1,120 15.00 H 5.12.28 H10. 6.30 

3･3･56 北上尾西口線 中妻一丁目 中妻一丁目 370 22.00 H 6. 2. 1  

3･4･57 上尾伊奈線 大字平塚字柊 伊奈町大字小室字間松 1,750 

 
18.00 H 9. 8. 1  

3･5･58 小敷谷向山線 大字向山字新田 大字小敷谷字木戸 1,020 14.00 H19. 1.23  

3･4･59 仲町谷津線 仲町一丁目 谷津一丁目 540 19.00 H20. 1.18  

3･1･60 上尾駅東口駅前広場 宮本町 宮本町 86 37～84 H26. 3.28  

7･6･1 今泉小泉線 小泉一丁目 今泉一丁目 400 9.00 S57. 1.22  

7･6･2 本山台辻線 大字向山字本山 大字川字台辻 640 9.00 S57. 1.22  

7･6･3 西門前緑丘線 大字西門前字南前 緑丘四丁目 920 8.00 H 1. 7.14  

※都市計画道路の番号は、（区分番号）・（規模番号）・（一連番号）の順に並んでいます。 

 区分番号 

１：自動車専用道路  ８：特殊街路 

３：幹線街路     ９：都市モノレール専用道等 

７：区画街路 

 

規模番号 

１：幅員 40m 以上       ５：幅員 12m 以上 16m未満 

２：幅員 30m 以上 40m未満   ６：幅員 8m以上 12m 未満 

３：幅員 22m 以上 30m未満   ７：幅員 8m未満 

４：幅員 16m 以上 22m未満 
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② 都市計画公園                       
番 号 名  称 所  在  地 計画決定面積（ha） 摘 要 開設 

 2･2･01 中妻第一公園 上尾市中妻１丁目４ 0.27 街区公園 ○ 

 2･2･02 浅間台第一公園 上尾市浅間台１丁目１０ 0.26 街区公園 ○ 

 2･2･03 春日第三公園 上尾市春日２丁目１９ 0.25 街区公園 ○ 

 2･2･04 浅間台第二公園 上尾市浅間台２丁目６ 0.23 街区公園 ○ 

 2･2･05 中妻第二公園 上尾市中妻２丁目１４ 0.18 街区公園 ○ 

 2･2･06 浅間台第四公園 上尾市浅間台４丁目１３ 0.21 街区公園 ○ 

 2･2･07 浅間台第三公園 上尾市浅間台３丁目１３ 0.26 街区公園 ○ 

 2･2･08 錦町中央公園 上尾市錦町７ 0.15 街区公園 ○ 

 2･2･09 錦町西公園 上尾市錦町１１ 0.16 街区公園 ○ 

 2･2･10 緑丘公園 上尾市緑丘５丁目１５ 0.28 街区公園 ○ 

 2･2･11 春日第一公園 上尾市春日１丁目４２ 0.30 街区公園 ○ 

 2･2･12 春日第二公園 上尾市春日２丁目４ 0.29 街区公園 ○ 

 2･2･13 小泉中央公園 上尾市大字小泉３５－１４１ 0.59 街区公園 ○ 

 2･2･14 集いの公園 上尾市大字小泉６－８１ 0.04 街区公園 ○ 

 2･2･15 宮山公園 上尾市大字小泉３７８ 0.07 街区公園 ○ 

 2･2･16 五番町第一公園 上尾市五番町２０ 0.26 街区公園 ○ 

 2･2･17 五番町第二公園 上尾市五番町８ 0.22 街区公園 ○ 

 2･2･18 下芝公園 上尾市中分１丁目１９ 0.18 街区公園 ○ 

 2･2･19 大久保公園 上尾市中分１丁目８ 0.22 街区公園 ○ 

 2･2･20 東公園 上尾市井戸木２丁目１２ 0.27 街区公園 ○ 

 2･2･21 かえで公園 上尾市中妻５丁目１３ 0.25 街区公園 ○ 

 2･2･22 宮前公園 上尾市中妻３丁目１６ 0.26 街区公園 ○ 

 2･2･23 水神公園 上尾市泉台１丁目５ 0.20 街区公園 ○ 

 2･2･24 梅田公園 上尾市泉台２丁目９ 0.20 街区公園 ○ 

 2･2･25 井戸木公園 上尾市井戸木４丁目３５ 0.30 街区公園 ○ 

 2･2･26 山王公園 上尾市井戸木１丁目１２ 0.20 街区公園 ○ 

 2･2･27 新田公園 上尾市井戸木２丁目４２ 0.16 街区公園 ○ 

 2･2･28 地蔵公園 上尾市井戸木３丁目１２ 0.20 街区公園 ○ 

 2･2･29 おさらぎ公園 上尾市泉台３丁目８ 0.12 街区公園 ○ 

 2･2･30 藤見公園 上尾市泉台３丁目１２ 0.18 街区公園 ○ 

 2･2･31 かわらぶき公園 上尾市大字瓦葺２２５３ 0.20 街区公園 ○ 

 2･2･32 どんぐり山公園 上尾市小泉１丁目６ 0.21 街区公園 ○ 

 2･2･33 こぶし公園 上尾市今泉１丁目３２ 0.14 街区公園 ○ 

 2･2･34 和泉公園 上尾市今泉１丁目２４ 0.31 街区公園 ○ 

 2･2･35 けやき公園 上尾市今泉１丁目５ 0.20 街区公園 ○ 

 2･2･36 美原公園 上尾市錦町３６－１ 0.12 街区公園 ○ 

 2･2･37 むじなや公園 上尾市大字瓦葺１５２５－５ 0.16 街区公園 ○ 

 2･2･38 みずき公園 上尾市向山１丁目４ 0.37 街区公園 ○ 

 2･2･39 あじさい公園 上尾市川１丁目４ 0.13 街区公園 ○ 

 2･2･40 さくら公園 上尾市向山３丁目４２ 0.28 街区公園 ○ 

 2･2･41 もみじ公園 上尾市向山１丁目２０ 0.27 街区公園 ○ 

 2･2･42 さつき公園 上尾市向山１丁目４２－２ 0.13 街区公園 ○ 

 2･2･43 ならのき公園 上尾市向山２丁目４２ 0.26 街区公園 ○ 

 2･2･44 原市駅前公園 上尾市原市中３丁目４ 0.13 街区公園 ○ 

 2･2･45 稲荷公園 上尾市大字原市１２番耕地地内 0.16 街区公園 ○ 

  2･2･46 沼南公園 上尾市大字原市１２番耕地地内 0.14 街区公園 ○ 

 2･2･47 長久公園 上尾市大字原市９番耕地地内 0.12 街区公園 ○ 

 2･2･48 寺東公園 上尾市大字小泉字寺東地内 0.32 街区公園  
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番 号 名  称 所  在  地 計画決定面積（ha） 摘 要 開設 

 2･2･49 神明公園 上尾市大字小泉字神明後地内 0.25 街区公園 ○ 

 2･2･50 ひばり山公園 上尾市大字小泉字雲雀山前地内ほか 0.25 街区公園 ○ 

 2･2･51 天神公園 上尾市大字小泉字天神前地内ほか 0.22 街区公園 ○ 

 2･2･52 にらくぼ公園 上尾市大字小泉蒜久保地内 0.26 街区公園  

 2･2･53 こうしん山公園 上尾市大字西門前字南前地内ほか 0.29 街区公園 ○ 

 2･2･54 べにばな公園 上尾市大字南字南地内 0.23 街区公園 ○ 

 2･2･55 ぼうの下公園 上尾市大字西門前字西地内ほか 0.31 街区公園 ○ 

 2･2･56 やまの下公園 上尾市大字西門前字西前地内ほか 0.19 街区公園 ○ 

 2･2･57 なかはら公園 上尾市大字久保字前通前地内ほか 0.17 街区公園 ○ 

 2･2･58 白山公園 上尾市大字原市３９５３ 0.15 街区公園 ○ 

 2･2･59 栄町公園 上尾市栄町地内 0.13 街区公園 ○ 

 2･2･60 つかはら公園 上尾市大字平塚３０７３ 0.10 街区公園 ○ 

 2･2･61 つばき公園 上尾市大字平塚３００９ 0.05 街区公園 ○ 

 3･3･02 浅間台大公園 上尾市浅間台３丁目３５ 1.6 

 

 

近隣公園 ○ 

 3･3･03 鴨川中央公園 上尾市中妻５丁目３３ 2.20 近隣公園 ○ 

 3･3･04 ゆりが丘公園 上尾市向山４丁目１５ 1.20 近隣公園 ○ 

 3･3･05 小泉氷川山公園 上尾市大字小泉字氷川山地内 2.00  近隣公園 ○ 

 4･4･01 平塚公園 上尾市大字平塚１２１２－1 5.00  地区公園 ○ 

 5･5･01 上尾丸山公園 上尾市大字平方３３２６ 27.5 総合公園 ○ 

 5･5･02 上平公園 上尾市大字菅谷１６ 12.1 総合公園 ○ 

 6･6･01 上尾運動公園 上尾市愛宕３丁目２８－３０ 39.2 運動公園 ○ 

 第１号緑

地 
鴨川緑道 上尾市井戸木地内ほか 0.90 都市緑地 ○ 

※都市計画公園の番号は、（区分番号）・（規模番号）・（一連番号）の順に並んでいます。 

 

 

 

 

 

 

③ 都市高速鉄道 
告示年月日 決定・変更の概要 

昭和５６年１２月 １日 

埼玉県告示第１７５６号 

 

名 称：埼玉新都市交通伊奈線 

延 長：６．８ｋｍ（上尾市内区間 １．８ｋｍ） 

構 造：嵩上式 

 

 

④ 都市計画ごみ焼却場・ごみ処理場 
告示年月日 決定・変更の概要 

平成 ６年 ６月１７日 

上尾市告示第 １３１号 

名 称：西貝塚環境センター 

所在地：上尾市大字西貝塚字薬師前耕地字貝塚中地内大宮市大字宝来字北地内 

面 積：約３．８ha 

 

⑤ 都市計画火葬場 
告示年月日 決定・変更の概要 

平成１２年 ９月１９日 

上尾市告示第 ２２６号 
名 称：上尾・伊奈火葬場 

所在地：上尾市大字瓦葺字古川地内、伊奈町大字小室字中島地内 

面 積：約３．０ha 

 

区分番号 

２：街区公園  ６：運動公園 

３：近隣公園  ７：特殊公園（風致公園） 

４：地区公園  ８：特殊公園（動物公園等） 

５：総合公園  ９：広域公園 

 

規模番号 

２：1ha 未満        ５：10ha以上 50ha未満 

３：1ha 以上 4ha未満    ６：50ha以上 300ha 未満 

４：4ha 以上 10ha 未満    ７：300ha 以上 
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（４）市街地開発事業 

①  土地区画整理事業 

地区名  
面積  

（ha）  

施行期間 

（年度）  

都市計画 

決定日 

都市計画 

最終変更日 

減歩率 

（％） 
施行主体 

浅間台 107.28 S41～S47 S42. 2.20 S46. 6. 8 24.03 組合 

春日 19.75 S46～S50 S46. 9.16  23.19 組合 

鴨川 152.61 S47～S62 S47.12.26 S52. 7.29 23.39 組合 

中分下 13.18 S50～S56 S49.11.27  18.23 組合 

大谷北部第一 22.72 S53～S63 S53. 4.28  22.47 組合 

大谷北部第三 85.68 S57～H21 S57. 1.22  20.02 公共 

小泉 108.00 S62～H28 S61. 1.17  25.19 組合 

原市北部第二 13.77 S63～H21 S63. 3.11  24.65 組合 

上平第三 38.92 H1～H28 H 1. 9. 5  24.92 組合 

原新町 11.42 H3～H26 H 3. 3. 5  27.42 組合 

大谷北部第二 71.33 H5～R10 H 5.12.28  25.00 組合 

町谷第一 6.02 H8～H23 H 9. 3. 5  26.13 組合 

大谷北部第四 48.72 H19～R3 H19. 1.23  29.62 組合 

中新井・堤崎 5.97 H29～R3 H30. 3.30  0.42 個人 

                                       都市計画決定を経て施行した地区のみを掲載 

 

② 市街地再開発事業 

地区名 事業主体 面積（ha） 都市計画決定 

上尾駅東口地区 上尾市 約 2.2 昭和 53年 8月 18日 

中山道Ｉ地区 個人 約 0.2 
平成元年 1月 10日 

（市街地再開発促進区域） 

中山道Ｉ－２地区 個人 約 0.2 
平成 3年 1月 21日 

（市街地再開発促進区域） 

中山道Ｈ－３地区 個人 約 0.3 
平成 6年 4月 8日 

（市街地再開発促進区域） 

上尾中山道東側地区 組合 約 0.7 平成 18年 9月 21日 
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３．用途地域別面積 

                    令和 6 年 3 月 31 日現在 

種       類 面   積 容積率 建蔽率 

建
築
物
の 

高
さ
の
限
度 

比 率 

第一種低層住居専用地域 

約 333.6 ha 8/10 以下 5/10 以下 10m 約 13.3% 

約 362.5 ha 10/10 以下 5/10 以下 10m 約 14.5% 

約 164.9 ha 10/10 以下 6/10 以下 10m 約 6.6% 

小       計 約 861.0 ha    約 34.4% 

第二種低層住居専用地域 

約 1.9 ha 8/10 以下 5/10 以下 10m 約 0.1% 

約 8.8 ha 10/10 以下 5/10 以下 10m 約 0.3% 

約 6.7 ha 10/10 以下 6/10 以下 10m 約 0.3% 

小       計 約 17.4 ha    約 0.7% 

第一種中高層住居専用地域 
約 70.5 ha 15/10 以下 6/10 以下 － 約 2.8% 

約 193.7 ha 20/10 以下 6/10 以下 － 約 7.7% 

小       計 約 264.2 ha    約 10.5% 

第二種中高層住居専用地域 約 52.8 ha 20/10 以下 6/10 以下 － 約 2.1% 

第一種住居地域 約 371.8 ha 20/10 以下 6/10 以下 － 約 14.8% 

第二種住居地域 約 305.4 ha 20/10 以下 6/10 以下 － 約 12.2% 

準住居地域 約 91.1 ha 20/10 以下 6/10 以下 － 約 3.6% 

近隣商業地域 
約 19.0 ha 20/10 以下 8/10 以下 － 約 0.8% 

約 12.3 ha 20/10 以下 6/10 以下 － 約 0.5% 

小       計 約 31.3 ha    約 1.3% 

商業地域 約 42.3 ha 40/10 以下 （8/10 以下）※ － 約 1.7% 

準工業地域 約 219.0 ha 20/10 以下 6/10 以下 － 約 8.8% 

工 業 地 域 約 219.7 ha 20/10 以下 6/10 以下 － 約 8.8% 

工業専用地域 約 26.4 ha 20/10 以下 6/10 以下 － 約 1.1% 

合       計 約 2502.4 ha    約 100% 

                                    ※建築基準法の規定による 
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４．都市計画道路一覧（整備状況） 

                            令和 6 年 3 月 31 日現在 

番 号 路線名 事業主体 計画延長（m） 整備延長（m） 道路幅員（m） 車線数 整備率（%） 

1･4･1 高速埼玉中央道路 国 5,260 0 20.50 4 車線 0 

3･1･1 上尾バイパス線 国 5,260 5,260 57.00 4 車線 100.00 

3･3･2 東大宮バイパス線 国 2,740 2,740 25.00 4 車線 100.00 

3･4･3 上尾東京線 国 4,950 3,810 20.00 4 車線 76.97 

3･4･4 上尾平方線 市 2,710 2,710 20.00  2 車線 100.00 

3･4･5 上尾池袋線 市 3,860 3,860 18.00 2 車線 100.00 
3･4･6 上尾川口線 県 300 0 16.00 2 車線 0 

3･4･7 中山道 県 4,820 1,380 16.00 2 車線 28.63 

3･4･8 上尾蓮田線 県 2,550 1,510 18.00 2 車線 59.22 

3･4･9 西宮下中妻線 市 2,820 2,150 16.00 2 車線 76.24 

3･2･10 原市上平線 県 7,230 3,830 30.00 4 車線 52.97 

3･4･11 原市川越線 県 5,540 5,540 16.00 2 車線 100.00 

3･5･12 富士見ヶ丘中妻線 市 1,740 1,140 12.00 2 車線 65.52 

3･4･13 中新井小泉線 市 2,390 1,630 16.00 2 車線 68.20 

3･5･14 西環状線 県・市 5,550 2,780 12.00 2 車線 50.09 

3･4･15 小敷谷吉田通線 市 4,280 4,280 16.00 2 車線 100.00 

3･3･16 上尾久喜線 県 4,090 0 27.00 4 車線 0 

3･4･17 井戸木町谷線 市 900 900 16.00 2 車線 100.00 

3･4･18 若宮中妻線 市 590 590 16.00 2 車線 100.00 

3･4･19 若宮中妻線 市 550 550 16.00 2 車線 100.00 

3･5･22 中妻井戸木線 市 1,130 1,130 12.00 2 車線 100.00 

3･5･23 小泉中妻線 市 990 990 12.00 2 車線 100.00 

3･5･25 向山今泉線 市 700 700 12.00 2 車線 100.00 

3･5･26 新田本山線 市 1,060 1,060 12.00 2 車線 100.00 

3･6･27 鴨川側道線 市 960 960 11.00 2 車線 100.00 

3･4･28 原市平塚線 市 1,420 1,020 16.00 2 車線 71.83 

3･4･29 沼南駅停車場線 市 450 350 16.00 2 車線 77.78 

3･5･30 中分浅間台線 市 1,720 1,720 12.00 2 車線 100.00 

3･5･31 雷電上谷線 市 1,110 1,110 12.00 2 車線 100.00 

3･5･43 今泉雲雀線 市 690 690 12.00 2 車線 100.00 

3･5･44 宮山神明線 市 530 530 12.00 2 車線 100.00 

3･5･51 緑丘南線 市 950 950 12.00 2 車線 100.00 

3･5･52 西門前久保線 市 250 250 12.00 2 車線 100.00 

3･4･53 上大久保線 市 90 0 16.00 2 車線 0 

3･3･54 北上尾東口線 市 100 100 22.00 2 車線 100.00 

3･5･55 小敷谷今泉線 市 1,120 1,120 15.00 2 車線 100.00 

3･3･56 北上尾西口線 市 370 0 22.00 2 車線 0 

3･4･57 上尾伊奈線 市 700 0 18.00 2 車線 0 

3･5･58 小敷谷向山線 市 1,020 1,020 14.00 2 車線 100.00 

3･4･59 仲町谷津線 市 540 0 19.00 2 車線 0 

3･1･60 上尾駅東口駅前広場 市 86 86 37～84 - 100.00 

7･6･1 今泉小泉線 市 400 400 9.00 2 車線 100.00 

7･6･2 本山台辻線 市 640 640 9.00 2 車線 100.00 

7･6･3 西門前緑丘線 市 920 920 8.00 2 車線 100.00 
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５．地区計画一覧 

令和 6 年 3 月 31 日現在 

 地区名 

 

面積（ha） 

地

区 
位置 

用途地域 

（容積率/

建ぺい率） 

土地利用の方針【制限される建築物用途】 

最低敷地面

積 
壁面位置 高さ その他制限 

1 仲町愛宕地区 

 

約 3.0 

Ａ 中山道沿

道の区域 

商業 

(400/80) 

すぐれた街並みを形成する建物及び広告物等の形態を整えると

ともに歩行空間を豊かにするために壁面後退に努める。【料理

店、ｷｬﾊﾞﾚｰ等、個室付浴場業に係る公衆浴場等】 

  最高高さ 25m 形態 

Ｂ 中山道沿

道以外の

区域 

商業 

(400/80) 

住宅の協調化・共同化を促進し、質の高い住宅が建設されるよ

うにし、オープンスペースの確保に努め緑豊かな住環境の形成

を図る。【営業用倉庫、劇場、工場等】 

 

  軒高 15m 以下、 

最高高さ 18m 

容積率 200、

220、240、形態 

2 鴨川地区 

 

約 132.8 

Ａ 幹線道路

沿道 

二住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【宿泊施設】 

120 ㎡ 50cm  垣さく 

Ｂ 補助幹線

道路沿道 

一中高 

(150/60) 

周辺の低層住宅に配慮した生活利便施設、中低層住宅等の立地

を誘導する。 

120 ㎡ 50cm 最高 16m＋北側斜線 垣さく 

Ｃ その他の

地区 

一低 

(100/50) 

戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地とする。 

 

100 ㎡ 50cm  垣さく 

3 小泉地区 

 

約 108.5 

Ａ 幹線道路

沿道 

一住・二住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【宿泊施設】 

120 ㎡ 50cm  垣さく 

Ｂ 補助幹線

道路沿道 

一中高 

(150/60) 

周辺の低層住宅に配慮した生活利便施設、中低層住宅等の立地

を誘導する。 

120 ㎡ 50cm 最高 16m＋北側斜線 垣さく 

Ｃ その他の

地区 

一低 

(100/50) 

戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地とする。 

100 ㎡ 50cm  垣さく 

4 大谷北部第一

地区 

 

約 21.9 

Ａ 幹線道路

沿道 

二住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【宿泊施設】 

120 ㎡ 50cm  垣さく 

Ｂ その他の

地区 

一低・二低 

(100/50) 

戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地及び地域内の主要道

路沿線については、小店舗の立地も可能な低層住宅地とする。 

100 ㎡ 50cm  垣さく 

5 中分下地区 

 

約 13.4 

Ａ 幹線道路

沿道 

一住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【宿泊施設】 

120 ㎡ 50cm  垣さく 

Ｂ 補助幹線

道路沿道 

一中高 

(150/60) 

周辺の低層住宅に配慮した生活利便施設、中低層住宅等の立地

を誘導する。 

120 ㎡ 50cm 最高 16m＋北側斜線 垣さく 

Ｃ その他の

地区 

一低・二低 

(100/50) 

戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地とする。 

 

100 ㎡ 50cm  垣さく 

6 別所・西宮下地

区 

 

約 1.9 

Ａ 市道 1031

号線沿道 

一住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ周辺住宅地のためのサービス施設

の立地を許容する。 

120 ㎡ 50cm 最高高さ 14m 垣さく・意匠 

Ｂ その他の

地区 

一中高 

(200/60) 

戸建住宅を中心とした良好な中低層住宅地とする。 

 

120 ㎡ 50cm 最高高さ 12m 垣さく・意匠 

 

 

 

 



51 
 

 地区名 

 

面積（ha） 

地

区 
位置 

用途地域 

（容積率/

建ぺい率） 

土地利用の方針【制限される建築物用途】 

最低敷地面

積 
壁面位置 高さ その他制限 

7 大谷北部第三

地区 

 

約 83.3 

Ａ 幹線道路

沿道 

二住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【宿泊施設】 

120 ㎡ 50cm  垣さく 

Ｂ 補助幹線

道路沿道 

一中高 

(150/60) 

周辺の低層住宅に配慮した生活利便施設、中低層住宅等の立地

を誘導する。 

120 ㎡ 50cm 最高 16m＋北側斜線 垣さく 

Ｃ その他の

地区 

一低 

(100/50) 

戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地とする。 

 

100 ㎡ 50cm  垣さく 

8 原新町地区 

 

約 11.4 

Ａ 駅 前 広

場、駅前

通り周辺 

近商 

(200/80) 

駅利用者や周辺住宅地の生活利便上必要な商業業務施設の立地

を図りつつ、駅前にふさわしい景観の誘導を図る。【工場等】 

100 ㎡   垣さく・意匠 

Ｂ 幹線道路

沿道 

二住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅地等の土地利用を図る。【宿泊施設、ぱちんこ屋等】 

100 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｃ その他の

地区 

一住 

(200/60) 

中低層住宅と中心とした良好な都市型住宅地とする。 

【宿泊施設】 

100 ㎡ 50cm 最高高さ 14m 垣さく・意匠 

Ｄ その他の

地区 

二中高 

(200/60) 

中低層住宅と中心とした良好な都市型住宅地とする。 

 

100 ㎡ 50cm 最高高さ 14m 垣さく・意匠 

9 北上尾東地区 

 

約 2.9 

Ａ  近商 

(200/80) 

比較的大規模敷地の土地利用を誘導し周辺住宅地の生活利便上

必要な商業業務施設等の立地を図る。【工場等、１階部分の住宅】 

300 ㎡ 1m  垣さく・意匠 

Ｂ  近商(200/80) 

準工(200/60) 

敷地の細分化を防ぎつつ、周辺の住宅地の生活利便上必要な商

業業務施設等の立地を図る。【工場等、１階部分の住宅】 

120 ㎡ 1m  垣さく・意匠 

10 上平第三地区 

 

約 40.0 

Ａ 国道１７

号線沿道 

準工業 

(200/60) 

沿道サービス施設を誘導する。【工場等】 

 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｂ 国道１７

号線沿道 

準住 

(200/60) 

沿道サービス施設を誘導する。 

 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｃ 上尾久喜

線沿道 

二住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【宿泊施設】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｄ その他の

幹線道路

沿道 

一中高 

(150/60) 

周辺の低層住宅に配慮した生活利便施設、中低層住宅等の立地

を誘導する。 

120 ㎡ 50cm 最高 16m＋北側斜線 垣さく・意匠 

Ｅ その他の

地区 

一低・二低 

(100/50) 

戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地及び地域内の主要道

路沿線については小店舗の立地も可能な住宅地とする。 

100 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

11 原市北部第二

地区 

 

約 13.6 

Ａ 沼南駅周

辺、幹線

道路沿道 

二住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【宿泊施設】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｂ その他の

地区 

一住 

(200/60) 

中低層住宅を中心とした良好な都市型住宅地とする。【宿泊施

設】 

100 ㎡ 50cm 最高高さ 14m 垣さく・意匠 
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 地区名 

 

面積（ha） 

地

区 
位置 

用途地域 

（容積率/

建ぺい率） 

土地利用の方針【制限される建築物用途】 

最低敷地面

積 
壁面位置 高さ その他制限 

12 上平塚地区 

 

約 6.6 

Ａ  工業 

(200/60) 

住工混在を防止し、低層中密度の良好な住宅地とする。 

【一定規模以上の店舗・飲食店・事務所、遊戯施設等、工場等、

危険物の処理・貯蔵を行う施設】 

100 ㎡ 50cm 最高 12m＋道路斜線 垣さく・意匠 

Ｂ  工業 

(200/60) 

住環境に配慮し、環境の悪化をもたらす恐れのある工場等の立

地を制限し、周辺の土地利用との調和を図る。【環境を悪化させ

る恐れがある工場、危険物の貯蔵・処理を行う量が多い施設】 

100 ㎡ 50cm 最高 12m＋道路斜線 垣さく・意匠 

Ｃ  工業 

(200/60) 

住環境に配慮した、低中層中密度のゆとりある土地利用を図る。 

【一定規模以上の店舗・飲食店・事務所、遊戯施設等、工場等、

危険物の処理・貯蔵を行う施設】 

120 ㎡ 50cm 以

上（敷

地面積

500 ㎡

未満） 

1m 以上

（敷地

面 積

500 ㎡

以上） 

最高 14m＋道路斜線 

 

垣さく・意匠 

13 大谷北部第二

地区 

 

約 71.3 

Ａ 上尾バイ

パス線沿

道 

近商 

(200/60) 

環境を悪化させない範囲で、周辺の住宅地の生活利便上必要な

商業施設等の土地利用を図る。【宿泊施設、ペット火葬場等、遺

体保管所、エンバーミング施設等、遊戯施設、環境を悪化させ

る恐れがある工場、危険物の貯蔵・処理をおこなう施設】 

10000 ㎡ 10m  垣さく 

Ｂ 上尾バイ

パス線沿

道 

近商 

(200/60) 

環境を悪化させない範囲で、周辺の住宅地の生活利便上必要な

商業施設等の土地利用を図る。【宿泊施設、ペット火葬場等、遺

体保管所、エンバーミング施設等、遊戯施設、環境を悪化させ

る恐れがある工場、危険物の貯蔵・処理をおこなう施設】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｃ 上尾バイ

パス線沿

道 

近商 

（200/60） 

環境を悪化させない範囲で、周辺の住宅地の生活利便上必要な

商業施設等の土地利用を図る。【宿泊施設、ペット火葬場等、遺

体保管所、エンバーミング施設等、遊戯施設、環境を悪化させ

る恐れがある工場、危険物の貯蔵・処理をおこなう施設】 

500 ㎡ 外周 5m 

その他

1m 

 垣さく・意匠 

Ｄ 幹線道路

沿道 

二住 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ､沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【宿泊施設、ペット火葬場等、遺体保管

所、エンバーミング施設等】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｅ 小敷谷今

泉線沿道 

一中高 

(150/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、一定規模の近隣住宅地のための

サービス施設の誘導を図る。 

120 ㎡ 50cm 最高 16m＋北側斜線 垣さく・意匠 

Ｆ 小敷谷今

泉線沿道 

一中高 

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、一定規模の近隣住宅地のための

サービス施設の誘導を図る。 

 50cm  垣さく・意匠 

Ｇ その他の

地区 

一低・二低 

(100/50) 

戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地とする。 

 

100 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 
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 地区名 

 

面積（ha） 

地

区 
位置 

用途地域 

（容積率/

建ぺい率） 

土地利用の方針【制限される建築物用途】 

最低敷地面

積 
壁面位置 高さ その他制限 

14 町谷第一地区 

 

約 6.3 

Ａ 中山道沿

道 

二住 

(200/60) 

住居の環境を保護しつつ一定の店舗等の立地を誘導する。 

【宿泊施設、遊戯施設、カラオケボックス等】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｂ 区画街路

12-1 号線

以南 

二中高 

(200/60) 

中高層住宅と小規模な生活利便施設を誘導する。 

【危険物処理・貯蔵施設等】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｃ その他の

地区 

一中高 

(150/60) 

住環境を優先した中低層住宅を誘導する。 

 

120 ㎡ 50cm 最高 12m＋北側斜線 垣さく・意匠 

15 町谷北地区 

 

約 1.6 

Ａ 中山道沿

道 

二住 

(200/60) 

住居の環境を保護しつつ一定の店舗等の立地を誘導する。 

【宿泊施設、遊戯施設、カラオケボックス等】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｂ 富士見通

り沿道 

一住 

(200/60) 

サービス施設及び中高層住宅等の立地を誘導する。 

【宿泊施設、遊戯施設等】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

16 瓦葺東部地区 

 

約 5.0 

  一低 

(100/50) 

戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地とする。 

 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

17 はらいち台団

地地区 

 

約 10.0 

  無指定 

(200/60) 

 

低層戸建て住宅地として、建築物の用途混在・敷地の細分化を

規制し、良好な住環境の維持・保全を図る。【一低で不可の建築

物＋共同住宅、学校、老人ホーム等】 

150 ㎡ 50cm 最高 10m、道路斜線、 

北西側隣地斜線、 

北東側隣地斜線 

容積率 160% 

建ぺい率 60% 

垣さく・意匠 

18 中平塚地区 

 

約 3.3 

  準工業 

(200/60) 

住工混在を防止し、戸建て住宅を中心とした良好な低層中密度

の住宅地とする。【一低に可能な建築物以外】 

120 ㎡ 50cm 最高 10m、道路斜線、 

北側斜線（6m+1:1.25） 

容積率 120% 

垣さく、意匠 

19 五番町地区 

 

約 16.0 

Ａ その他の

地区 

二中高 

(200/60) 

戸建て住宅を主体とした良好な住宅地として既存の住環境の保

全を図る。【ペット火葬場等、汚物運搬用自動車・危険物運搬用

自動車等の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営する事務

所、葬祭場】 

100 ㎡ 50cm 最高 12m、北側斜線

(5m+1:1.25) 

垣さく・意匠 

一住 

(200/60) 

戸建て住宅を主体とした良好な住宅地として既存の住環境の保

全を図る。【ペット火葬場等、汚物運搬用自動車・危険物運搬用

自動車等の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営する事務

所、葬祭場、床面積が 15 ㎡を超える畜舎】 

100 ㎡ 50cm 最高 12m、北側斜線

(5m+1:1.25) 

垣さく・意匠 

Ｂ 第二産業

道路沿道

及び埼玉

新都市交

通伊奈線

沿線の区

域 

二住 

(200/60) 

住環境を保全しつつも生活利便性を高める施設の立地も誘導す

る。【ペット火葬場等、汚物運搬用自動車・危険物運搬用自動車

等の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営する事務所、床

面積が 15 ㎡を超える畜舎、娯楽施設、遊戯施設等】 

 

100 ㎡ 50cm 最高 16m、北側斜線

（5m+1:1.25） 

垣さく・意匠 

20 フラワーフィ

ル西上尾地区 

 

約 0.5 

  一中高

(150/60) 

分譲住宅地の特色を活かした統一感のある街並みや良好な住環

境を維持・保全する。【一低に可能な建築物以外】 

100 ㎡ 50cm 最高 12m、北側斜線

(5m+1:1.25) 

垣さく・意匠 
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 地区名 

 

面積（ha） 

地

区 
位置 

用途地域 

（容積率/

建ぺい率） 

土地利用の方針【制限される建築物用途】 

最低敷地面

積 
壁面位置 高さ その他制限 

21 大谷北部第四

地区 

 

約 69.7 

Ａ 上尾バイ

パス線沿

道 

準住

(200/60) 

住環境を悪化させない範囲で、流通業務施設等の土地利用を図

る。【ペット火葬場等、宿泊施設】 

 

120 ㎡ 50cm  垣さく 

Ｂ 上尾平方

線、原市

川越線沿

道 

二住

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【ペット火葬場等、宿泊施設】 

 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｃ 西 環 状

線、上尾

池袋線沿

道 

一住

(200/60) 

周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設及び中高層住

宅等の土地利用を図る。【ペット火葬場等、宿泊施設、葬祭場】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

Ｄ 小敷谷向

山線、向

山今泉線

沿道 

一中高

(150/60) 

周辺の低層住宅に配慮した生活利便施設、中低層住宅等の土地

利用を図る。 

120 ㎡ 50cm 最高 12m、北側斜線

(5m+1:1.25) 

垣さく・意匠 

Ｅ その他の

地区 

一低

(100/50) 

戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地とする。 

100 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

22 町谷第二地区 

 

約 2.5 

 中山道沿

道 

二住

(200/60) 

幹線道路沿道としてふさわしい一定の店舗等の立地を誘導しつ

つ、後背地の低層住宅に配慮した街並みの形成を図る。【ペット

火葬場等、運動施設、宿泊施設、遊戯施設】 

120 ㎡ 50cm  垣さく・意匠 

23 柏座地区 

 

約 15.5 

Ａ 上尾平方

線沿線 

二住

(200/60) 

隣接する住宅地の住環境に配慮した沿道サービス施設及び中高

層住宅等の土地利用を図る。【ペット火葬場等、運動施設、宿泊

施設、葬祭場、遊戯施設】 

100 ㎡  最高 21m 垣さく・意匠 

Ｂ 住宅地区 一住 

(200/60) 

住宅地としての環境に配慮しながら、周辺住宅地と一体となっ

た住環境の創出を目指す。【ペット火葬場等、運動施設、宿泊施

設、葬祭場】 

100 ㎡ 50cm 

※ 

最高 16m 垣さく・意匠 

Ｃ 低層住宅

地区 

二低

(100/60) 

安心・安全に住み続けることのできる、住環境と防災性を備え

た住宅地の形成を目指す。 

100 ㎡ 50cm 

※ 

 垣さく・意匠 

一低

(100/60) 

安心・安全に住み続けることのできる、住環境と防災性を備え

た住宅地の形成を目指す。 

100 ㎡ 50cm 

※ 

 垣さく・意匠 

※敷地面積が 100 ㎡未満の場合は道路側のみ 

24  
  

上尾道路沿道中

新井・堤崎地区  
  
約 6.0  

   工専  
（200/60）  

幹線道路沿道に位置する地域特性を活かしつつ、周辺地域の環

境や景観に配慮した良好な工場・物流系の土地利用を図ること

を目標とする。【公衆浴場、診療所、神社、寺院教会等、老人

福祉センター等、ペット火葬場等、火葬・墓地管理業及び冠婚

祭の用に供するもの等、エンバーミング施設等、自動車教習所、

畜舎、遊戯施設、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 

年法律第 137 号）に規定する一般廃棄物、産業の処理用に供

するもの】 

  
9,000 ㎡  5ｍ  最高 37m  垣さく・意匠 
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 地区名 

 

面積（ha） 

地

区 
位置 

用途地域 

（容積率/

建ぺい率） 

土地利用の方針【制限される建築物用途】 

最低敷地面

積 
壁面位置 高さ その他制限 

25 上平第二地区 

  
 約 50.5  

Ａ 上 尾 久 喜

線沿道 
二住 
(200/60)  

沿道サービスと良好な住環境の共存を目指す。【ペット火葬場等、

運動施設、宿泊施設、葬祭場、遊戯施設、エンバーミング施設等】 

  
120 ㎡  50cm    垣さく・意匠  

Ｂ 住宅地区  一低・二低 
(100/60)  

安心・安全に住み続けることのできる、住環境と防災性を備えた

住宅地の形成を目指す。 

 
120 ㎡  50cm   垣さく・意匠  

26 弁財地区  

 

約 24.7  

Ａ 小 敷 谷 吉

田 通 線 沿

道  

二住  

(200/60)  

隣接する住宅地の住環境に配慮した沿道サービス施設及び中高

層住宅等の土地利用を図る。また、南北の住宅地区のつながりに

配慮し、沿道環境の安全性や利便性の向上を目指す。【ペット火

葬場等、宿泊施設、葬祭場、遊戯施設、エンバーミング施設等】 

 

120 ㎡  50cm   最高 19m 垣さく・意匠  

Ｂ 富 士 見 ヶ

丘 中 妻 線

沿道 

一住  

(200/60)  

隣接する住宅地の住環境に配慮した沿道サービス施設及び中高

層住宅等の土地利用を図る。また、南北の住宅地区のつながりに

配慮し、沿道環境の安全性や利便性の向上を目指す。 

 

 50cm    垣さく・意匠  

Ｃ 住宅地区  一低・二低  

(100/60)  

住宅地としての環境に配慮するとともに、官民の協働により道路

環境の改善に取り組み、周辺住宅地と一体となった住環境の創出

を目指す。また、弁財通り及びコミュニティセンター前バス通り

沿道については、身近な買い物空間として、近隣住宅地区と共存

する店舗の進出を誘導する土地利用を目指す。 

 

100 ㎡  50cm    垣さく・意匠  

27 上尾富士見団地

地区  

 

約 7.1  

Ａ 富 士 見 一

丁目地区 

一低  

(100/60)  

無秩序な増築・改築の抑制と共に、老朽化に伴う必要な増改築に

対し、ルールを明確にすることで、良好な住環境の形成・維持を

目指す。 

 

100 ㎡  南東側道路

から 2m 

最高 8m 

南東側道路から 4.5m

の範囲は 4.5m 

垣さく・意匠  

Ｂ 富 士 見 二

丁目地区 

一低 

(100/60)  

(80/50) 

無秩序な増築・改築の抑制と共に、老朽化に伴う必要な増改築に

対し、ルールを明確にすることで、良好な住環境の形成・維持を

目指す。 

 

100 ㎡ 南東側道路

から 3m 

最高 8m 

南東側道路から 5.5m

の範囲は 4.5m 

垣さく・意匠  
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 地区名 

 

面積（ha） 

地

区 
位置 

用途地域 

（容積率/

建ぺい率） 

土地利用の方針【制限される建築物用途】 

最低敷地面

積 
壁面位置 高さ その他制限 

28 地頭方地区  

 

約 31.4 

Ａ 沿道地区 準工  

(200/60)  

都市計画道路３・１・１上尾バイパス線沿道及び都市計画道路

３・４・１１原市川越線沿道については、隣接する住宅地の住環

境に配慮した工業施設や流通業務施設などの土地利用を図る地

区とする。【ペット火葬場等、葬祭場、エンバーミング施設等】 

 

120 ㎡  50cm 

※ 

 垣さく・意匠  

Ｂ 住 居 系 地

区 

準工 

(200/60)  

 

安心・安全に住み続けることのできる地区を形成するため、官民

の協働による道路環境の改善に取り組みつつ、住環境と防災性を

備えた住宅地の形成を目指す地区とする。 

【ペット火葬場等、葬祭場、エンバーミング施設等、一定の規模

以上の店舗・飲食店・事務所、遊戯施設、宿泊施設、一定の規模

以上の工場・倉庫（農業用施設のうち著しい騒音が発生しないも

のを除く）】 

 

100 ㎡ 50cm 

※ 

最高 12m 垣さく・意匠  

※敷地面積が 100 ㎡未満の場合は道路側のみ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


